
【被災学生対象】 

東日本大震災被災学生に対する救済措置について 

（授業料減免） 

 

対 象 

東日本大震災による被災が次のいずれかに該当する学部学生・大学院生。 

（１） 主たる家計維持者が死亡または行方不明の者 

（２） 主たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊または流失した者 

（３） 主たる家計維持者が所有する自宅家屋が半壊または津波により床上浸水した者 

（４） 主たる家計維持者が、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示または避難勧告等によ

り、所有する自宅家屋を長期にわたって使用できない者 

 

救済措置 

上記（１） 当該年度の授業料の全額を免除する 

上記（２） 授業料半期分（１年生は後期分、２年生以上は前期分）を免除する 

上記（３） 授業料半期分（１年生は後期分、２年生以上は前期分）の５０％を減免する 

上記（４） 授業料半期分（１年生は後期分、２年生以上は前期分）の５０％を減免する 

 

申請書類 

罹災（または被災）証明書。その他、必要に応じて求める書類 

 

申請〆切 

平成２３年８月９日（火）〆切 

 

申請場所 

各キャンパスの学生厚生係・学生課 

 

注意事項 

既に学生厚生係・学生課に罹災（または被災）証明書を提出した者は申請の必要は無い。 

 


